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    遺体対応遺体対応遺体対応遺体対応マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル    

 

（1） 県内及び市の火葬場の状況 

① 県内の火葬能力について 

 県内５１施設、１日の火葬能力６０８体（平均稼動３８１体） 

② 市内の火葬能力について 

 市内１施設、火葬能力１０体（平均稼動６体） 

処理能力には、各種の要因が考えられることから、定期的に調査把握しておく。

また、近隣市町の状況を把握し、広域的な火葬の実施に努める。 

 

（2） 火葬処置等 

  ① 担 当 部：生活環境部（斎場班） 

ア 発生段階毎の対応 

（ｱ） 前段階 未発生期～第１段階 海外発生期 

・斎場事業継続計画を作成 

・遺体対応マニュアルの修正 

・班員へのプレパンデミックワクチン接種及び抗インフルエンザウイルス薬

の投与の要請があった場合は、班員の同意の上実施する。 

（ｲ） 第２段階 国内発生早期（連絡体制） 

・緊急連絡に備える体制をとる。 

・市葬祭業務委託業者及び市内で営業する葬祭業者に対し、今後の事態に対

し協力要請を行う。 

・斎場に手指殺菌・消毒剤を設置し来館者に協力を願う。 

・来館者にわかるよう感染予防のポスター等の掲示を行う。 

・火葬体制の強化・拡充方法を確認する。 

（ｳ） 第３段階 感染拡大期（警戒体制） 

・通常の業務体制で高砂斎場関係情報の収集を行うとともに、傷病者搬送マ

ニュアルを参考に、感染予防対策の準備をする。 

・業者へ棺の在庫状態を確認するとともに、供給ルートの確保を要請する。 

・感染拡大に伴う遺体処理の準備を行う。 

（ｴ） 第３段階 まん延期（活動体制） 

・斎場班（※１）としての活動を行う。 

・業者へ棺を発注する。（棺不足の場合、代用として納体袋を使用する） 

・処理能力を超えた場合は他市町へ応援を要請する。 

 

② 斎場班活動 

ア 受け入れについて現状を生活環境部に報告する。 

イ 遺体台帳等を作成し、受け入れ態勢を整える。 

エ 受付け順（埋火葬許可書を交付された者）に火葬する。 

※１ 生活環境部斎場班の事務分掌：遺体の収容、埋火葬等に関すること。 

（3） 遺体搬送 
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   担 当 部：生活環境部 

  ① 第３段階  遺体搬送のための車両及び搬送方法について、市内葬祭業者と確認

（感染拡大期） 等の準備を行う。 

② 第３段階  高砂斎場及び一時遺体安置所へ、病院または自宅で死亡した遺体を

（まん延期） 搬送する場合並びに一時遺体安置所から仮埋葬場所へ搬送する場合 

   は、傷病者搬送マニュアルを参考に、感染予防対策を行い、搬送す

る。 

 

（4） 一時遺体安置所 

   担 当 部：生活環境部、避難対策第１部 

一時遺体安置所：高砂市総合体育館等 

  ① 第３段階  対象となる遺体の処理が発生し、その処理件数の増加が予想される

（感染拡大期） 場合は、火葬前の遺体を一時的に安置するために、遺体台帳等を作 

 成し、一時遺体安置所の使用準備を行うとともに、傷病者搬送マニ

ュアルを参考に、感染予防対策の準備をする。 

  ② 第３段階  死亡者が増え、高砂斎場の火葬処理能力を超え、近隣市町での受け

（まん延期） 入れが見込めないことが予想された場合、対策本部の指示により、 

  一時遺体安置所を開設する。また、遺体は納棺または、納体袋にて

安置する。 

       

（5） 仮埋葬 

  担 当 部：生活環境部 

   仮 埋 葬 地： 市内の寺院等 

① 第３段階  一時遺体安置所での仮安置が困難になると予想される場合、市内の

（感染拡大期） 寺院その他適当な場所において、遺体を埋葬する場所を検討し、仮 

  埋葬の準備を行うとともに、傷病者搬送マニュアルを参考に、感染

予防対策の準備をする。 

② 第３段階  一時遺体安置所での仮安置対応が不可能になった場合、対策本部の

（まん延期） 指示により、市内の寺院その他適当な場所において、遺体を仮埋葬 

 する。 
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《遺体の処理》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                  

 

 

 

 

    

平常時平常時平常時平常時のののの備備備備ええええ、、、、整備事項整備事項整備事項整備事項    

担当部：生活環境部 

その他主管部：避難対策第１部、医療部       

新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ発生発生発生発生    

遺体の処理（消毒、遺体収納袋等の使用） 

●多数の死傷者発生時における遺体安置所等（公共施設）の確保 

 （斎場、スポーツ振興課、健康福祉事務所、警察、日本赤十字社、

他） 

●遺体の搬送体制の整備 

 （斎苑課、健康福祉事務所、市民病院、警察、日本赤十字社） 

●棺、ドライアイスの確保（斎場） 

●遺体収納袋等の調達先確保（危機管理室） 

●遺体の火葬対応能力の確認 

 （斎場） 

●遺体台帳等の作成（斎場） 

●行旅病死人の遺留品処理票の作成（地域福祉課） 

感染状況及び死者発生状

況の把握（対策本部） 

① 感染状況・規模の把握 

  健康福祉事務所、健康市民部、病院等 

② 死者発生状況の把握 

  健康福祉事務所、健康市民部、病院等 

健康福祉事務所との協議 

相談窓口の設置 
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※死者の遺族において対応不可能な場合、市対策本部が対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 遺体の検案（医療機関）担当：医療機関医師 

  遺体の洗浄、消毒等 

  遺体の保存、検案 

② 資器材の調達（斎場班・本部班） 

  遺体収納袋、ドライアイス、棺等 

  資器材調達の困難な場合、県に斡旋要請 

③ 遺体資料管理 

（遺 体 安 置 所：斎場班） 

（一時遺体安置所：生活環境部） 

  遺体処理後、遺品等について死体処理票及び遺留品処

理票を整理して、死体検案書とともに対処法を検討 

④ 安置所の指定：高砂市総合体育館 

（生活環境部、避難対策第１部） 

⑤ 遺体の搬送（生活環境部） 

  遺体搬送車両が不足した場合、市所有車両を使用する 

⑥ 遺体の処理期間の決定（市対策本部） 

●遺体の火葬埋葬（生活環境部、斎場） 

①市内の火葬場⇒県、他都市に応援要請 ②霊柩車以外の車両確保 

●火埋葬期間 

①遺体の火葬、埋葬期間 10日間、②間に合わない場合、知事への延長手続き 

●火葬埋葬に関する書類の対応 

①火葬埋葬台帳、②火葬埋葬経費書類 

遺体の火葬・埋葬 


